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O 平成 24年重税制政正大綱(抄)(都成 23年 12月 10器開議決定〉

納税環境の鰭憶については、・・・・・延滞税等のありブぎを含め、‘事・・・納税者の利益の保護に資すると

とも iこ、税務持政の璃正かつ内滑な運営を確保する鶴点から、引を続き検討を行います。 

O 税制抜本故事法案の認会提出に伴う今後の対露について〈抄)(平成 24年 3男知倒閣議決定)

延簿税  10 延滞税の事i率を合めた負担の晃重しについては、税の確撲な収耕を勤案しつつ、

器金事j下における事j華料のあり方、事業者の負担等を考慮し、平成 25年援を税帯j改正時

に成諜を得る。

|有識著瓦孟7る扇語調

上記の閣議決定を踏まえ、廷蒲税等の毘直しについて、以下の有識者の方々に専門的な観点から考え方の整理

を行っていただいているとニろ。

[鹿畏]中思実〈東京大学教捜)

上富友大信(税理士)、佐藤英明(躍を応義塾大学教授)、品)11芳宜(筑波大学名誉教授)、

松鵠英機(弁護士)、吉村政穂(ー構大学識教捜)




ト i
延滞税の概要�  

O 延薄税は、際課内に納付した納税者との摺の負担の公平の確保、滞納劫止等の観点から設けられており、健務

不履行iこ対する� f議避挙1];患Jの性職安有する。

二争 法定熱器援を捷過した場合のペナルティーであるとともに、法定数識線認を謹守させるインセンティブiこなっ

ている。

〔延滞税が課されるとき〕

期限後申告マ・{彦正申告をし、又1<1:

納税の告知を受け、納付すぺe'悶税をその法定納期限後に納付するとき

予定納税に係る所得税をその法定納期間までに完納しないとき

源泉徴収による国税をその法定納期限までに弗納しないとき

0
0
0
0
0


期限内に申告をし、納付すべ足容器税をその法定耕期罷までに完納しないとぢ

1度lE.決定を受け、納付すべき閤税があるとさ

， 

{延滞税の割合】

年 14. 6%  特憐

ただし、法定納期践の翠良からな舟関等 7. 3% 亡=三〉� 「公定歩合十4%J
〈平成24年分については、� 4. 3%) 

〔謡薄税の免除]

• 金量生墜� 特鋼O 
O 


災害・癌気等による続税の猶予等の域合

事撲の廃止等による納税の猶予等の場合 完〉(7.3免除1分の2 ピコ〉 f公定歩合十4%J
(平成 24年分については、� 4.3%)



! 開しの視一点。� I
 
O 平成� 11年度税制政正では、当時の低金利状況を勘難し、特例として、� 7.3%の割合の延滞税について、「公定歩合� 

+4%J(現行� 4.3%)とする引下げを行ったところ。� 

O 霊童援金韮について、暁下の低金利の状況等を踏まえ、特例的に引下げを境討することとしてはどうか。

他方、延滞税の水準が越すぎると、紋付を促すまた果が減むるおそれがあるのではないか。� 

O 廷薄税の� 14.6%の寿司議iこついて誌、合顛震予句納付した者との公王子牲を留るための科患部分〈約定利患部分〉と、

舎早期絵付を鍵すための部分iこ霊分して考え、前者の欝分を見議室す必遺書があるのではないか。� 

O 法定競期理後2ヶ月以内等の場合についての現行の特鋼水準� (4.3%)後見直す際は、約定利息部分の見渡し!こ加

え、� 2ヶ月以内と� 2ヶ月以降!こ段階分けし、それぞれの期間に応じて早期納付を促すこととした融皆後勘諜すべき

ではないか。� 

O 納税の猶予等の場合に蹴滞税が事聖域されている場合については、それが約定利息的性格を有ずるものであること

を踏まえ、現行の韓例水準(4.3%)を克直すべきではないか。� 

O なお、ベースとなる金利むついては、現行の特撰は、公定歩合〈器準額引率および基準貸付税率〉後議践し、一

定の上乗せを行っているが、~器の晃蓋しにきたって誌、他の法令書療の19IJも踏まえ、ペースとなる金利を別の蟻標 

iこ変差することを検討してはどうか。政府契豹の支払選蕗妨i上等に鵠ずる法律等では、盟内議行の貸出約定平均金


策IJ(新規・定期)をベースとしている。
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| 利子税 還前日算金の概要� i 

O 利子税は、所得税法・招続税法の規定による延納等や、法人税法の翠定iこよる申告英語騒の延長など、

畿f予選簿となっていない場合iこ「約定司得意jとして課される。

[利子税が寵される例〕

。所得税の確定申告税額の延納 二争� 3期分の税額の2分の� 1以上に担当する金額の所得税を� 3月15羽ま
でiこ純持したときは、その議離iこついて� 5 Jl31悶までiこ延納できる。

〔割合〕

器2ド ア. 3% ニキ
特鰐

「公定歩合十4%J
〈平成初年分については、� 4.3%) 

O 灘付加算金は、還付金等lこ対する利息。

[還付加算金がf守される伊1]]

。既得税の源泉徴~文税額や予定続税額、法人税や消費税の中間納付額等の還付の場合

【割合] 特例

ア.� 3% 斗 「公定歩合十4%J


〈平或� 24年分については、ふ3%).
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「 i
臨しの謀総�  

【利子税・濃付加算金】� 

O 延滞税の約虫食料患部分について金利需勢後踏まえて特倒的に郁容下げることに弾い、朝子説についても引き下げ

ることとしてはどうか。� 

O 同樺に、灘付加算金についても引き下げることとしてはどうか。

〔その佑〕� 

of也の琵滞愈等との関額〈俄の公租公謀、民間の避廷料患〉� 

O 延滞税の減免疫受けられる、納税の猶予などの納税緩和措震のあり方� 
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